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【手続補正書】
【提出日】令和3年5月13日(2021.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発射操作に応じて発射された遊技球が所定の始動口に入球することに基づいて抽選を行
い、該抽選の結果に基づいて図柄の変動表示を行い、該図柄の変動表示の結果として当り
結果が導出された場合に所定の当り遊技を実行する遊技機において、
　当該遊技機の電源投入に際して第１の操作が行われることに基づいて、前記当り遊技の
実行確率に関する設定情報を決定可能な設定決定モードを発生させる設定決定モード発生
手段と、
　当該遊技機の電源投入に際して第２の操作が行われることに基づいて、前記設定決定モ
ードとは別に前記設定情報を確認可能な設定確認モードを発生させる設定確認モード発生
手段と、
　図柄の変動表示に応じた演出表示を行う演出表示実行手段と、
　前記設定確認モードを終了させる所定の終了操作が行われて前記設定確認モードが終了
した場合に、前記演出表示とは異なる特定表示を行う特定表示実行手段と、
　前記特定表示が行われた後に、前記演出表示と前記特定表示のいずれとも異なる特別表
示を行う特別表示実行手段と、
　を備え、
　前記特定表示が行われるときには、遊技球の発射が可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来、パチンコ機等の遊技機として、遊技場管理者による設定変更操作によって、当り
確率等の設定状態を複数のいずれかに設定する遊技機が知られている。（例えば、特許文
献１）。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－９１０４９号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、設定情報を有する従来の遊技機については、利便性の面で不十分であっ
た。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、設
定情報を有する遊技機について従来よりも利便性を向上させることができる遊技機を提供
することにある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項１に係る発明においては、
　発射操作に応じて発射された遊技球が所定の始動口に入球することに基づいて抽選を行
い、該抽選の結果に基づいて図柄の変動表示を行い、該図柄の変動表示の結果として当り
結果が導出された場合に所定の当り遊技を実行する遊技機において、
　当該遊技機の電源投入に際して第１の操作が行われることに基づいて、前記当り遊技の
実行確率に関する設定情報を決定可能な設定決定モードを発生させる設定決定モード発生
手段と、（例えば、段落２０１２参照）
　当該遊技機の電源投入に際して第２の操作が行われることに基づいて、前記設定決定モ
ードとは別に前記設定情報を確認可能な設定確認モードを発生させる設定確認モード発生
手段と、（例えば、段落２０３６参照）
　図柄の変動表示に応じた演出表示を行う演出表示実行手段と、
　前記設定確認モードを終了させる所定の終了操作が行われて前記設定確認モードが終了
した場合に、前記演出表示とは異なる特定表示を行う特定表示実行手段と、（例えば、段
落２０４９における「遊技待機報知」など）
　前記特定表示が行われた後に、前記演出表示と前記特定表示のいずれとも異なる特別表
示を行う特別表示実行手段と、（例えば、段落２０４９、２０５５における「遊技開始報
知」など）
　を備え、
　前記特定表示が行われるときには、遊技球の発射が可能である（例えば、段落２０５２
参照）
　ことを特徴とする。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項１に係る発明によれば、設定情報を有する遊技機について従来よりも利便性を向
上させることができる。
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